
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２２年１２月１６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第４８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年３月４日 ０２時２４分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市清水港外防波堤南灯台から真方位２６８°１,１３０ｍ付近

（概位 北緯３５°０１.７′ 東経１３８°３０.４′） 

事故等調査の経過  平成２２年４月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 WAN
ワ ン

 HAI
ハ イ

 316（シンガポール）、２７,８００トン 

９３４２７００（IMO番号）、WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD 

Ｂ 貨物船 第二幸
こう

栄
えい

丸、４９８トン 

１３４０４７、氏神海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部ブルワーク凹損及びハンドレール曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１９人が乗り組み、船長Ａが操船指揮をとり、清水

港第３区袖師第１ふ
・

頭を離岸したのち、航路の防波堤入口に向く針路にし

ようとして右回頭中、Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、袖師第１ふ
・

頭

と航路との間で錨泊中、Ａ船が強風に圧流され、平成２２年３月４日０２

時２４分ごろ、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ４～５ 

海象：上げ潮の初期 

 その他の事項 船長Ａは、離岸時に操船補助として右舷船尾部に配置していたタグボー

トを左舷船首部に移動させ、右舷正横に押させて右回頭の補助に使用して

いた。 

 Ｂ船は、朝になって出航する際、船首部の損傷に気付いて衝突したこと

を知った。 

あり  分析 乗組員等の関与 

なし  船体・機関等の関与 

あり  気象・海象の関与 

 Ａ船は、清水港内において、航路の防波堤入口

に向けて右回頭中、風力４～５の風に圧流され、

錨泊中のＢ船と衝突したものと考えられる。 

判明した事項の解析 

 船長Ａは、右回頭を行う際、Ｂ船への接近状況

を確認していれば、本事故の発生を回避できた可

能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が、清水港内において右回頭中、風力４～５の風

に圧流されたため、錨泊中のＢ船と衝突したことにより発生したものと考

 



 

えられる。 

 




